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（２）  一定の基準に基づき、医師が判断した場合に実施する検査項目
①　心電図検査　②　眼底検査　③　貧血検査（赤血球数、血色素量、ヘマトクリット値）
④　血清クレアチニン検査

　自己負担なし。（共済組合が全額負担します。）
　ただし、上記３以外のオプション検査（胃部レントゲン検査、腹部超音波検査、乳がん検査、子宮がん検査
等）は、全額自己負担となります。

（１）  人間ドックまたは併診ドックを受検した場合は、特定健康診査の受診があったものとみなしますので、
特定健康診査を受診する必要はありません。

（２）  パートタイマー等で勤務先の事業主健診を受診する場合は、そちらを優先してください。

（3）  送付対象者は、４月１日現在在職中の組合員の被扶養者、任意継続組合員およびその被扶養者となります。

　なお、在職中の組合員は、事業主健診の健診データの提供をもって特定健康診査に代えることから受
診券の発行はありません。

※ 　新型コロナウイルスの感染拡大が懸念される場合は、特定健康診査のお申込みをお控えいただきますようお願いいたし

ます。

健診費用

その他

お問い合わせ先　福祉課　☎048-822-3305

　標準期末手当等の額は、組合員が期末手当等を受けた月において、その月に受けた期末手当等の
額に基づいて決定します。
　期末手当等にかかる端数処理や最高限度額については、実際に支給された期末手当等の1,000
円未満を切り捨てて標準期末手当等の額とし、この額をもとに事務処理が行われます。
　また、標準期末手当等の最高限度額については、下の表のとおりです。
　6月、12月に標準期末手当
等の額を決定・改定したとき
は、決定通知書を所属所の共
済事務担当課を通じて各支給
月の翌月に配付いたしますの
で、内容のご確認をお願いい
たします。

● 標準期末手当等の最高限度額 ●

短期分および福祉分 5,730,000円
（年度を通じて）

長期分
厚生年金保険料および
退職等年金給付

1,500,000円
（支給一月につき）⎡ ⎤

⎣ ⎦

標準期末手当等の額の決定について

お問い合わせ先　保険課　☎048-822-3306
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